
令和５年度胆振総合振興局農業農村整備事業環境情報協議会【議事概要】 

 ○ 協議会の趣旨 

 農業農村整備事業の実施に際し、地域が有する自然環境との調和を図って行くことが益々重要となってい

ることから、事業地区における環境との調和への配慮の客観性、透明性を確保し、事業の円滑な推進を図る

ことを目的に、環境に関する専門家、地域住民の代表、及び農業関係者で構成される「胆振総合振興局農業

農村整備事業環境情報協議会」を設置し、調査計画時、計画変更時などの段階において、環境との調和への

配慮についての方策、事業計画の内容と田園環境マスタープランとの整合等について、環境に関する情報の

収集と意見交換を行う。 

 

 ○ 日時・会場 

令和５年１１月２７日（月） 10：00～17：00 

・現地調査 ：龍神地区（厚真町）、稀府地区（伊達市）、第２新山梨地区（豊浦町） 

・意見交換会：むろらん広域センタービル ３階 B 会議室 

 

 ○ 委員 

  環境に関する専門家   佐々木 典子  さけます・内水面水産試験場  欠席 

  環境に関する専門家   山田 正  穂別博物館協力会 欠席 

  地域住民代表   田中 潤治  元安平町土地改良区参事  

  地域住民代表   中井 弘  むかわ町田園教育力再生協議会  

  農業関係者   佐々木 弘  元厚真町農業経営センター  

 

○ 参加者（委員以外） 

・関係機関（厚真町１名、厚真町土地改良区１名、伊達市２名、豊浦町 1 名） 

・胆振総合振興局産業振興部農村振興課４名 

○ 対象地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事  業  名 地区名 市町村名 区 分 

農地整備事業（中山間地域型） 龍神 厚真町 R7 新規採択要望地区 

水利施設等整備事業（畑地帯総合整備型） 稀府 伊達市 R7 新規採択要望地区 

 農地整備事業（通作条件整備【保全対策型】） 第２新山梨 豊浦町 R6 新規採択要望地区 



○議事概要 

１ 現地調査 

龍神地区（10:00～10:30） 

 

稀府地区（13:00～13:30） 

 

第２新山梨地区（14:00～14:30） 

 

 

 

 

 

 



２ 意見交換会（むろらん広域センタービル ３階 B 会議室 15:30～17:00） 

 

＜委員からの意見等＞  

・隣接地区において同様の事業を行っており、今回も環境に配慮して同様に事業を行っていただきたい。 

・本地区に隣接する龍神沼については、水鳥等の生息や景観において大事なため、配慮して事業を行っていた

だきたい。 

・本地区の現地確認においては、水質等の環境も良く、ツルも３羽確認できた。 

・環境に配慮していただくことで、事業を行って問題ないと考える。 

・排水路について、土水路をトラフ装工水路するにあたり、魚類への影響を考慮して事業を行っていただきた

い。 

 

＜振興局からの意見等＞ 

・魚類等への影響を考慮して、施工に当たっては、濁水流出防止等に努めます。 

 

 

 

 

＜委員からの意見等＞  

・施工ほ場が点在しており、民家が近い施工ほ場もあることから、施工に当たっては、生活環境に配慮してい

ただきたい。また、内浦湾にも近いので、濁水流出防止に努めていただきたい。 

・除礫等の施工に当たっては、泥濘化を避けるため、施工性の高い時期の調整を検討していただきたい。 

・除礫等の施工に当たっては、砂塵が舞うことのないよう、強風時の施工を避けるよう検討していただきたい。 

 

＜振興局からの意見等＞ 

・施工に当たっては、低騒音・低振動の作業機械の使用、通年施行等による適期の施工、強風時の施工の取り

止め等、気象条件に対応した施工に努めます。また、濁水流出防止等に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 農地整備事業（中山間地域型）龍神地区 

 地区概要  厚真町  令和７年度～令和１5 年度   

 主要工事計画 
 区画整理  整地工 A=６２．２ha   暗渠排水 A=６２．２ha 

    

 水利施設等整備事業（畑地帯総合整備型）稀府地区 

 地区概要  伊達市  令和７年度～令和１２年度   

 主要工事計画 

 

 

 

 

農業用用排水施設 畑地かんがい A=２５．１ha 

区画整理 整地 A=３０．１ha   暗渠排水 A=１０．２ha 

 除礫 A=３８．７ha 

農道 農道２条 L=８２６m 



 

＜委員からの意見等＞  

・落石、道路擁壁の洗掘等が確認されるので、適期の保全対策を行っていただきたい。 

・樹木の伐採を極力避け、また、内浦湾にも近いので、濁水流出防止に努めていただきたい。 

・利用されている農道であり、適期の保全対策を行うことで、事業の費用対効果を高めていただきたい。 

・既設物の撤去等で発生する産業廃棄物の処理に当たっては、適正に処理していただきたい。また、濁水

流出防止に努めていただきたい。 

・根固め工の砕石 80mm 級については、あまり細かい砕石を用いない等、環境配慮して施工していただ

きたい。 

 

＜振興局からの意見等＞ 

・施工に当たっては、樹木の伐採を極力避け、適正に産業廃棄物を処理し、また、濁水流出防止に努めて、

保全対策事業を行います。 

 

 

 

 

 

 農地整備事業（通作条件整備【保全対策型】）第２新山梨地区 

 地区概要 豊浦町  令和６年度～令和９年度   

 主要工事計画 

落石防護擁壁工 L=３８５m 

道路擁壁改修工 L=６２m 

道路排水改修工 L=９３m 


